
664,570                     100.0                        %

無 免 許 967                  0.1                  %

酒 酔 い 34                   0.0                  %

酒 気 帯 び 0.25 mg/ ℓ 以 上 405                  0.1                  %

酒 気 帯 び 0.15 mg/ ℓ 以 上 133                  0.0                  %

速 度 超 過 60,800               9.1                  %

横 断 歩 行 者 妨 害 56,924               8.6                  %

一 時 不 停 止 115,927              17.4                 %

右 左 折 方 法 10,056               1.5                  %

信 号 無 視 89,511               13.5                 %

通 行 区 分 2,031                0.3                  %

指 定 通 行 区 分 47,060               7.1                  %

進 路 変 更 45,953               6.9                  %

指 定 横 断 等 17,619               2.7                  %

通 行 帯 8,349                1.3                  %

追 越 し 174                  0.0                  %

踏 切 不 停 止 9,139                1.4                  %

通 行 禁 止 136,981              20.6                 %

整 備 不 良 4,870                0.7                  %

定 員 外 乗 車 91                   0.0                  %

大型自動二輪車等乗車方法 385                  0.1                  %

駐 停 車 35,592               5.4                  %

積 載 物 重 量 制 限 超 過 1,584                0.2                  %

携 帯 電 話 15,877               2.4                  %

保 管 場 所 法 154                  0.0                  %

そ の 他 3,954                0.6                  %

シ ー ト ベ ル ト

ノ ー ヘ ル

数値：交通執行課（駐停車、保管場所法及び放置違反金納付命令を除く。）

　　　駐車対策課（駐停車、保管場所法及び放置違反金納付命令）

構 成 比違　　　　　　　反 件 数

135                                                    

総 数

件　　　　　　　　　　　　　数

(2) 行政処分の基礎点数告知件数

　 いう。

第２０表   交通関係法令違反取締状況

228,125                                                

違　　　　　　　反

(1) 違反別・態様別取締件数

注1　駐停車とは、違法駐車行為をした者が①当該行為により交通反則告知される。②当該事件について

1,966                                                  

放 置 違 反 金 納 付 命 令

件　　　　　　　　　　　　　数

(3) 放置違反金納付命令件数

違　　　　　　　反

　2　放置違反金納付命令とは、放置車両の使用者に対し、公安委員会が放置違反金の納付を命ずる処分を

　 公訴を提起される。③家庭裁判所の審判に付される。等の場合をいう。

総 数 2,101                                                                           

（単位　件）

総 数
長 期

（90～180日）
中 期

( 60 日 ）
短 期

( 30 日 ）

19,017       1,516        17,501      3,181           3,134           11,186          

22,665    1,544     21,121   3,535       4,029       13,557      

△3,648   △28      △3,620  △354       △895       △2,371     

8         8         -        -           -           -           

412       339       73       72          1           -           

29        29        -        -           -           -           

免 許 外 56        56        -        -           -           -           

処 分 中 108       108       -        -           -           -           

8         8         -        -           -           -           

7         7         -        -           -           -           

6,420     235       6,185    1,424       590         4,171       

16        -         16       -           4           12          

154       1         153      19          33          101         

1         -         1        1           -           -           

1,180     19        1,161    177         250         734         

10        -         10       -           1           9           

1,938     30        1,908    232         415         1,261       

69        1         68       8           22          38          

1,828     28        1,800    297         422         1,081       

3,029     52        2,977    467         687         1,823       

107       4         103      14          35          54          

15        1         14       1           2           11          

261       8         253      39          75          139         

143       4         139      23          47          69          

165       4         161      21          49          91          

4         -         4        2           1           1           

5         -         5        2           1           2           

100       5         95       13          29          53          

76        1         75       13          9           53          

53        1         52       7           10          35          

661       12        649      68          122         459         

-         -         -        -           -           -           

1,007     14        993      102         141         750         

75        -         75       6           5           64          

78        4         74       10          24          40          

60        31        29       24          -           5           

令 59        2         57       1           21          35          

4         -         4        4           -           -           

1         -         1        -           -           1           

条 -         -         -        -           -           -           

36        -         36       14          -           22          

636       341       295      114         125         56          

198       163       35       6           13          16          

注　免許の取消・拒否の件数は、初心運転者期間制度に基づく処分を含む（第22表及び第23表も同じ。）。

心 身 障 害

そ の 他

不 正 再 交 付

そ の 他

無 車 検 ・ 無 保 険

座 席 ベ ル ト

38

教 唆 ・ 幇 助

道 路 外 致 死 傷

追 越 し

踏 切

優 先 妨 害

歩 行 者 妨 害

第２１表　法令違反をした運転者の行政処分状況（違反別）

免 許 の
取消・拒否

違 反

酒 気 帯 び 0.15mg/ ℓ 以 上

免 許 の 停 止 ・ 保 留

総 数

数値：運転免許本部

総 数

駐 車

放 置 駐 車

長 時 間 駐 車

携 帯 電 話

割 込 み

車 間 距 離

右 左 折

積 載 ・ 定 員 外

麻 薬 ・ 覚 醒 剤

偽 造 ・ 変 造

無免許

共 同 危 険 行 為

一 時 停 止

過 労 等

横 断 ・ 転 回 ・ 後 退

進 路 変 更

整 備 不 良 車 両

信 号 無 視

最 高 速 度

二 輪 車 等 乗 車 方 法

安 全 運 転

通 行 区 分

前 年 （ 令 和 3 年 ）

前 年 比

酒 酔 い

酒 気 帯 び 0.25mg/ ℓ 以 上

通 行 禁 止

通 行 帯

31

交
通
取
締
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